
フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ 性 別

住 所

電話番号  自宅　（　　　　　）　　　　　　－ F A X - -

携帯番号 - -
メ ー ル
ア ド レ ス

作業内容 ・個人タクシー業者

 該当作業 ・個人貨物運送業者等道路運送法第4条の一般自動車運送業の免許を受けた者

 に○印又 ・事業の実態が運送の事業に該当し、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の

 は記入し 防止等に関する特別措置法」の適用を受ける者

 て下さい ・軽自動車を使用し、軽車輛等運送事業を行う者で、都道府県知事に届出をした者

職 種 　運転手　　　　・　　　　助手 円

主 た る 会社名

請負会社

所 在 地 ℡　

業 務 歴 最初に従事した年月　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ　　　年　　　月　/従事期間の合計　　　年　　　月

加 入 希 望
月

  〇　当組合は、運送業を行い、労働者を全く使用しない一人親方の運転手・助手
      を対象とします。（一人でも労働者を使用される親方は、加入できません。）
  〇　加入申込後、労災保険事務委託書・誓約書のご提出をいただきます。
　〇　この加入申込書でご提供いただいた個人情報は、今回お申し込みいただいた一人親方
　　　労災保険の加入手続資料として使用し、加入者のご同意なく目的外の使用を行うことは
　　　ありません。
　〇　労働局が承認した日を効力発生日として承諾します。

※　①運転免許証の写し、②貨物自動車運送法における運送事業許可を受けた
       写しを添付してください。

一般社団法人　名北労働基準協会
運送自営業者組合

組合記入欄

加 入 日 額

男  ・  女

加　　入　　申　　込　　書
（一　人　親　方　労　災　保　険）

　　   ㊞

令和　　　　年　　　月　　　日

生年月日

整理番号

令和　　　年　　　　　月　～

整理番号

私儀

一般社団法人　名北労働基準協会
運送自営業者組合

氏　名 　　　　　㊞

労 災 保 険 （ 第 二 種 特 別 加 入 ） 事 務 委 託 書　

　　　　ても、一切の異議の申し立てを行いません。

　　　　　　　　　　　会　長　　西村　義明　　殿

　　　　については、速やかに貴組合へ報告いたします。

　　4.　故意に保険料の納入を遅延した場合、その他貴組合に提出すべき一切の書類の記載事項

　　　　　　　　　　　運送自営業者組合

住　所

　　令和　　年　　月　　日一般社団法人　名北労働基準協会　運送自営業者組合に加入するに
　　あたり、下記事項を承諾の上、違背なく貴会の定款及び規則等を遵守することを誓約します。

　　一般社団法人名北労働基準協会

　　　  の指定する日までに納入いたします。

　　  　令和　　年　　　月　　　日

　　・労災保険の特別加入の申請等に関する事務

　　に、故意に事実と違った記載をしたことが判明したときは、組合員としての資格を取り消され

　　・労働保険料に係る徴収金の申告・納付に関する事務

　　・その他労災保険特別加入についての申請・届出・報告等に関する事務

委託事項

　　3.　労働安全衛生法を遵守し、労働災害防止と安全に努めます。

上記のとおり、貴組合に労働保険及び労災保険の事務処理を委託します。

誓   約   書

希望する給付基礎日額（収入に見合う額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　2.  住所・氏名の変更・給付基礎日額の変更その他労災保険特別加入事務に関する必要事項

委託処理開始年月日 令和　　　　年　　　　　月　　　　　日より

記

　　1.　労働保険料及び会費の納入は、必ず一般社団法人　名北労働基準協会　運送自営業者組合

作業内容
（具体的に）



フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ 性 別

〒　　　　　－

住 所

電話番号  自宅　（　　　　　）　　　　　　－ F A X 　　052-955-6858

携帯番号 - -
メ ー ル
ア ド レ ス

hokenjimu@meihokurouki.or.jp

作業内容 ・個人タクシー業者

・個人貨物運送業者等道路運送法第4条の一般自動車運送業の免許を受けた者

 該当作業 ・事業の実態が運送の事業に該当し、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の

 に○印又 防止等に関する特別措置法」の適用を受ける者

 は記入し ・軽自動車を使用し、軽車輛等運送事業を行う者で、都道府県知事に届出をした者

 て下さい

職 種 　運転手　　　　・　　　　助手 円

主 た る 会社名

請負会社

所 在 地 ℡　

業 務 歴 最初に従事した年月　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ　　　年　　　月　/従事期間の合計　　　年　　　月

加 入 希 望
月

  〇　当組合は、運送業を行い、労働者を全く使用しない一人親方の運転手・助手
      を対象とします。（一人でも労働者を使用される親方は、加入できません。）
  〇　加入申込後、労災保険事務委託書・誓約書のご提出をいただきます。
　〇　この加入申込書でご提供いただいた個人情報は、今回お申し込みいただいた一人親方
　　　労災保険の加入手続資料として使用し、加入者のご同意なく目的外の使用を行うことは
　　　ありません。
　〇　労働局が承認した日を効力発生日として承諾します。

※　①運転免許証の写し、②貨物自動車運送法における運送事業許可を受けた
      写しを添付してください。

一般社団法人　名北労働基準協会
運送自営業者組合

整理番号

令和　　5年　　　4月　～

加　　入　　申　　込　　書
（一　人　親　方　労　災　保　険）

　　   ㊞

令和　　　　年　　　月　　　日

生年月日

組合記入欄

加 入 日 額

男  ・  女

名北太郎
ナゴヤシキタクシミズ

記入例

メイホクタロウ

56 1 1○
平成
昭和

年 月 日

名古屋市北区清水１丁目13番1号

090-0000-0000

052 962 0421

6,000

整理番号

私儀

一般社団法人　名北労働基準協会
運送自営業者組合

令和　　5　　年　　4　　　月　　　1　　日より

記

　　1.　労働保険料及び会費の納入は、必ず一般社団法人　名北労働基準協会　運送自営業者組合

　　2.  住所・氏名の変更・給付基礎日額の変更その他労災保険特別加入事務に関する必要事項

委託処理開始年月日

作業内容
（具体的に）

個人貨物自動車を運転する作業・貨物の積み卸し作業

およびこれらに直接付帯する業務

上記のとおり、貴組合に労働保険及び労災保険の事務処理を委託します。

誓   約   書

希望する給付基礎日額（収入に見合う額）　　　　　　　　　　　　　　　　6,000　　　　　　　　　　　　円

　　  　令和　　年　　　月　　　日

　　・労災保険の特別加入の申請等に関する事務

　　に、故意に事実と違った記載をしたことが判明したときは、組合員としての資格を取り消され

　　・労働保険料に係る徴収金の申告・納付に関する事務

　　・その他労災保険特別加入についての申請・届出・報告等に関する事務

委託事項

　　3.　労働安全衛生法を遵守し、労働災害防止と安全に努めます。

　　4.　故意に保険料の納入を遅延した場合、その他貴組合に提出すべき一切の書類の記載事項

　　　　　　　　　　　運送自営業者組合

　　令和　　年　　月　　日一般社団法人　名北労働基準協会　運送自営業者組合に加入するに
　　あたり、下記事項を承諾の上、違背なく貴会の定款及び規則等を遵守することを誓約します。

　　一般社団法人名北労働基準協会

　　　  の指定する日までに納入いたします。

　　　　ても、一切の異議の申し立てを行いません。

住　所

氏　名  名北太郎 　　　　　㊞

労 災 保 険 （ 第 二 種 特 別 加 入 ） 事 務 委 託 書　

　　　　　　　　　　　会　長　　西村　義明　　殿

　　　　については、速やかに貴組合へ報告いたします。

名古屋市北区清水１丁目13番1号




